
人材確保活動助成金交付要綱

平成３０年 ３月２７日 制 定

令和 ６年 ３月２２日 最終改正

（目的）

第１条 この要綱は、一般社団法人岡山県トラック協会（以下「本会」という。）が

行う人材確保対 策の一環として、岡山県内の営業所へ採用することを目的とした

会員事業者（以下「事業者」という。）が行う人材確保活動を推進することにより、

ドライバー不足の解消に資するための助成金（以下「助成金」という。）の交付に

関して、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進することを目的とする。

（助成対象活動）

第２条 助成の対象となる人材確保活動は、当該年度４月１日から３月１５日までに

実施する以下の活動とする。

（１）企業説明会の開催

（２）インターンシップ事業の実施（受け入れ期間は１日又は２日間とする。）

（３）自社ホームページの新規立ち上げ又はリニューアルに伴う採用専用サイトの

作成

（４）自社ＰＲ動画又は自社パンフレットの作成

（５）交通安全教室等の実施

（助成金の金額）

第３条 助成金額は、事業者が当該年度に人材確保活動を行った経費（消費税及び地

方消費税を含まない）の上限１０万円までとし、１事業者あたり１回を限度とする。

２ 前条第１号の企業説明会は、複数事業者及び複数営業所が共同開催する場合若し

くは、合同企業説明会に参加する場合も助成対象とする。

３ 前条第２号は、企業見学会を開催する場合も助成対象に含むものとする。

４ 前条第３号は、既存の自社ホームページをスマートフォン対応版にする場合も助

成対象とする。

５ 前条第４号は、ＣＭ及び広告媒体等への掲載料については助成対象外とする。

６ 前条第５号は、車両を使用する場合も助成対象とし、助成金額は別表に定める額

とする。



（助成申請及び助成金の請求）

第４条 助成を希望する事業者は、別紙様式による「人材確保活動助成申請書兼交付

請求書」（以下「助成申請書」という。）を本会に請求するものとする。

２ 前項の申請に必要な添付書類は、別に定める。

（助成申請書の提出期限）

第５条 前条の助成申請書の提出期限は、当該年度３月１５日までとする。

２ 上記期間内であっても、予算枠に達した場合は、その時点で助成を打ち切るもの

とする。

（助成金の交付）

第６条 本会は、第５条の助成申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審

査し、助成金を交付すべきものと認めたときは事業者に対し助成金を交付する。

（その他必要な事項）

第７条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、

本会が別にこれを定める。

附 則

本要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

本要綱は、平成３１年４月１日から施行する。（平成３１年３月２０日改正）

本要綱は、令和４年４月１日から施行する。（令和４年３月２３日改正）

本要綱は、令和６年４月１日から施行する。（令和６年３月２２日改正）


